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目指す姿（目標） 

パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
実
践
に
よ
り
、
共
生
社
会
が
実
現
し
て
い
る 

パラスポーツ

の普及を通じて

障がいについて

の理解が広がっ

ている 

誰もがパラス

ポーツを楽しん

でいる 

パラスポーツ

を行う場が整っ

ている 

パラスポーツ

を支援する人材

が確保されてい

る 

様々な主体が

連携し、パラス

ポーツ活動を推

進している 

現状・課題          要因 

⑤ 場所や環境がない 

④ どのような運動やスポーツ

があっているかわからない 

② 経済的に余裕がない 

⑩ 準備・後片付けをサポート

してくれる人がいない 

③ 時間的に余裕がない 

⑨ 一緒に取り組む仲間がい

ない 

障
が
い
者
の
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
実
施
率
が
低
い 

① 必要な用品や器具がそろ

えられない 

⑥ 施設の受入体制が整って

いない 

⑧ 指導してくれる人がいない 

⑦ 実施場所への移動をサポー

トしてくれる人がいない 

個

別

要

因 

社

会

要

因 
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施策の柱 

Ⅳ 

健常者へのパ

ラスポーツの普

及を通じた障が

い者理解促進 

Ⅱ 

障がいのある

方へのパラスポ

ーツの「場」や

「機会」の拡充 

Ⅲ 

障がいのある

方へのパラスポ

ーツ支援の充実 

１ 体験会、イベン

トの実施 

 

２ 学習機会の提供 

１ 体験会、イベントの実施 

① スペシャルクライフコートフェスティバル 

② パラスポーツ体験会 
③ 総合型地域クラブ オリパラレガシー事業 

 

２ 学習機会の提供 

① 学校訪問型パラスポーツ体験事業 

１ 施設整備 

 

２ サークル活動の

実施（クラブチー

ムや民間スポーツ

クラブなど） 

 

３ 体験会、教室、

イベントの実施 

１ 施設整備 

① 既存施設へのユニバーサルデザイン導入（新規） 

② スペシャルクライフコートの点検及び保守（新規） 

 

２ サークル活動の実施 

① スぺシャルクライフコート登録団体の利用促進 

② 障がいに理解のあるサークル等の区ホーム 

 ページでの紹介（新規） 

 

３ 体験会、教室、イベントの実施 

① スペシャルクライフコートフェスティバル 

② パラスポーツ体験会 

③ 障がいのある方の運動・スポーツ教室 

１ 障がいのある方

への運動・スポー

ツ活動支援 

 

２ 支援人材の育成 

 

１ 障がいのある方への運動・スポーツ活動支援 

① あだちスポーツコンシェルジュ 

② 障がい者スポーツ活動助成制度 

③ 障がいのある方への移動サポート制度の検討 

（新規） 

 

２ 支援人材の育成 

① 初級パラスポーツ指導員養成講習会 

 

１ 情報共有・連絡・

連携体制の構築 

 

２ 行動計画の作成 

１ 情報共有・連絡・連携体制の構築 

① パラスポーツ推進協議会の運営 

② パラスポーツミーティング 

③ 各活動主体間の情報共有手段の構築と運用（新規） 

 

２ 行動計画の作成 

① パラスポーツアクションプランの策定、進捗管理 

及び見直し 

施策 主な事業（各事業の詳細はＰ１７参照） 

Ⅰ 

パラスポーツ

推進体制の構築 

＊施策の柱及び施策はスポーツ関係団体、民間団体等が協働・協創により取り組むべきものとして記載しています。 
＊主な事業は、区、指定管理者、スポーツ推進委員、総合型地域クラブの事業を掲載しています。 
＊主な事業のうち、障がいの有無に関係なく参加可能な事業は、複数の施策の柱に該当するため、重複記載しています。 
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２ 各施策 

【施策の柱Ⅰ】パラスポーツ推進体制の構築 

アクションプランの推進にあたっては、スポーツ関係団体等を中心として、学校、民間

団体・事業者等が当事者意識（Ｐ４～Ｐ６参照）をもって各々の役割を担うことで、協働・

協創による取組みを進めていく必要があります。 

 

１ 情報共有・連絡・連携体制の構築 ★重点施策★ 

様々な立場の人が知見や意見を共有し、施策に反映する必要があります。また課

題解決に向けて地域の各主体が連携し、パラスポーツの普及施策を実践することが

共生社会の実現には必要不可欠であり、その体制を構築することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行動計画の作成 

  今後さらにパラスポーツを普及するためには、機会の提供や活動支援等の施策を

体系化し、継続的かつ効果的に実施していく必要があります。策定した計画は、そ

の進捗を管理するとともに、定期的に見直します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

主な事業 

 ア パラスポーツ推進協議会の運営 

 イ パラスポーツミーティング 

   （パラスポーツ関係者、障がい福祉関係者などが集い意見交換を行う） 

 ウ 各活動主体間の情報共有手段の構築と運用（新規） 

 

主な事業 

 ア パラスポーツアクションプランの策定、進捗管理及び見直し 
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【施策の柱Ⅱ】障がいのある方へのパラスポーツの「場」や「機会」

の拡充 
 

障がいのある方が運動・スポーツを行うためには、利用に適した設備と継続的に活動

するためのサークルや教室が必要です。 

また、障がいのある方に運動・スポーツの楽しさに「気づく」きっかけとなる機会を提

供し、継続的な活動につなげる必要があります。 

 

１ 施設整備 

障がいのある方が安全・安心に活動できるよう、既存施設の整備を推進します。

具体的には「段差解消」「使いやすいトイレやロッカールームの整備」「案内板等の

表示サインの変更」「音声案内」「駐車スペースの確保」など、どなたでも利用でき

る施設を目指していきます。 

 

 

 

 

 

２ サークル活動の実施 ★重点施策★ 

障がいのある方の運動・スポーツ実施率が低い要因の一つとして、共に楽しむ仲

間を見つけるのが困難であるという点が挙げられます。 

障がいに理解のある区内のサークル等の実態を把握し、障がいのある方が身近な

場所のサークル活動に参加できるように支援します。 

 

 

 

 

 

３ 体験会、教室、イベントの実施 

障がいのある方が運動・スポーツの楽しさに気づき、継続的な活動のきっかけと

なる機会を提供します。障がいの種類や程度に関わらず、安心して参加できる運動・

スポーツの体験会や教室を実施します。 

 

 

 

 

 

 

主な事業 

 ア 既存施設へのユニバーサルデザイン導入（改修時もしくは随時）（新規） 

イ スペシャルクライフコートの点検及び保守（新規） 

主な事業 

 ア スペシャルクライフコート登録団体の利用促進 

 イ 障がいに理解のあるサークル等の区ホームページでの紹介（新規） 

 

 

主な事業 

 ア スペシャルクライフコートフェスティバル 

 イ パラスポーツ体験会 

ウ 障がいのある方の運動・スポーツ教室 
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【施策の柱Ⅲ】障がいのある方へのパラスポーツ支援の充実 

 障がいのある方の運動・スポーツ実施率が低い要因として、必要な支援が得られないこ

とが挙げられています。障がいのある方が、やりたい運動・スポーツを諦めることがない

よう、支援を充実させていきます。 

障がいのある方を支える活動の輪が広がることは、共生社会の実現に近づくものとい

えます。 

 

１ 障がいのある方への運動・スポーツ活動支援 

障がいのある方の運動・スポーツ活動の開始や継続に必要な支援を行います。 

障害者総合支援法に基づく移動サポート制度は、一カ月の利用時間に限度があり、

余暇活動である運動・スポーツ活動を諦める方もいらっしゃいます。運動・スポーツ

活動のために移動サポートが必要な方に対する支援制度を検討します。 

 

 

 

 

 

 

２ 支援人材の育成 

  障がいのある方に運動・スポーツの楽しさを伝えるために必要な基礎知識や技術

を習得できる講習会を開催します。講習受講者は、地域で障がいのある方の運動・

スポーツを支える人材として活動できる体制を整えます。また、各体験会やイベン

ト等でパラスポーツの指導を行うことで、指導スキルの向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

主な事業 

 ア あだちスポーツコンシェルジュ 

 イ 障がい者スポーツ活動助成制度 

 ウ 障がいのある方への移動サポート制度の検討（新規） 

 

主な事業 

 ア 初級パラスポーツ指導員養成講習会 
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【施策の柱Ⅳ】健常者へのパラスポーツの普及を通じた障がい者理

解促進 

 パラスポーツは、一般のスポーツをベースに障がいの種類や程度に応じてルール等を

工夫されたスポーツであり、障がいのある方のために考案されたスポーツです。パラス

ポーツを多様な人が一緒に楽しむことで、健常者への障がい者理解を深める効果が期待

されます。 

 

１ 体験会、イベントの実施 

 健常者と障がいのある方が一緒にパラスポーツに触れ合える機会を提供します。

より多くの方に、様々なパラスポーツを知ってもらうために、年間を通じて気軽に参

加できる体験会やイベント等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

２ 学習機会の提供 

パラスポーツを通じて、障がいのある方の立場や日常生活の障壁について知る機

会を作ります。特に児童が将来の共生社会実現の担い手となっていくことを目指し

て、パラスポーツを通じて多様性を認め合い、自他共に尊重する心を育み、合理的

な配慮に必要な考え方を理解する学習機会を充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事業 

 ア スペシャルクライフコートフェスティバル 

イ パラスポーツ体験会 

ウ 総合型地域クラブ オリパラレガシー事業 

主な事業 

 ア 学校訪問型パラスポーツ体験事業 
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３ 各事業詳細                        
（１）区、指定管理者、スポーツ推進委員、総合型地域クラブの事業を掲載 

（２）区主催事業のみ活動指標、目標値を設定 

柱Ⅰ 【パラスポーツ推進体制の構築】 

施策１【情報共有・連絡・連携体制の構築】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 
パラスポーツ推進

協議会の運営 

スポーツ 

振興課 

様々な立場の人の意見を共有して、パラス

ポーツの推進の具体的な施策を定めたパラス

ポーツアクションプランの策定、進捗管理、

見直しを行う。 

２ 
パラスポーツミー

ティング 

スポーツ 

振興課 

パラスポーツ関係者、障がい福祉関係者等

が集い意見交換を行う。 

開催ごとにテーマを設定し意見交換を行

い、様々な関係者が顔の見える関係性を構築

する。 

３ 

各活動主体間の情

報共有手段の構築

と運用 

（新規） 

スポーツ 

振興課 

地域のパラスポーツに関する情報を区のホ

ームページに掲載し各活動主体間の情報共有

を行う。ホームページの掲載条件などを整備

し運用する。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

実施回数 
会議の年間開催

回数 
４回 ４回 ４回 

① 参加者数 

② 開催回数 

① ミーティ

ングに参

加した延

べ人数 

② 各地域で

開催した

年間実施

回数 

①５４人 

②１回 

①１６０人 

②２回 

①２４０人 

②３回 

①更新回数 

②閲覧件数 

① 区ホーム

ページの

情報を更

新した年

間回数 

② 該当ペー

ジの年間

閲覧件数 

― ― 
①１２回 

②１，０００件 
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柱Ⅰ 【パラスポーツ推進体制の構築】 

施策２【行動計画の作成】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 

パラスポーツアク

ションプランの策

定、進捗管理及び

見直し 

スポーツ 

振興課 

パラスポーツを推進するための具体的な行

動計画。「目標の設定」「現状と課題」「具体的

な施策」等について定める。 

「足立区運動・スポーツ推進計画」の見直し

に合わせて、施策等の見直しを行う。 

 

柱Ⅱ 【障がいのある方へのパラスポーツの「場」や「機会」の拡充】 

施策１【施設整備】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 

既存施設へのユニ

バーサルデザイン

導入（改修時もし

くは随時）（新規） 

スポーツ 

振興課 

障がいのある方に既存施設を確認していた

だき、施設の改善点について意見を伺う。出さ

れた意見に基づき、ユニバーサルデザインの導

入を検討する。 

２ 

スペシャルクライ

フコートの点検及

び保守（新規） 

スポーツ 

振興課 

スペシャルクライフコートの異常箇所を早

期に発見し、軽微なうちに修繕することによ

り、利用者が安全に運動・スポーツできる場を

維持する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

― ― ― ― ― 

 

 

 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

確認回数 

障がいのある

方にスポーツ

施設の現地確

認していただ

いた年間実施

回数 

― ２回 ３回 

点検回数 

点検表に基づ

く年間点検実

施回数 

― １２回 １２回 
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柱Ⅱ 【障がいのある方へのパラスポーツの「場」や「機会」の拡充】 

施策２【サークル活動の実施】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 

スペシャルクライ

フコート登録団体

の利用促進 

スポーツ 

振興課 

障がいのある方を中心として構成されたス

ポーツ団体や障がい福祉サービス事業所など

に対し、障がいのある方が運動・スポーツを

楽しめる施設として、スペシャルクライフコ

ートを紹介し、団体登録及び施設利用を促進

する。 

２ 

障がいに理解のあ

るサークル等の区

ホームページでの

紹介（新規） 

スポーツ 

振興課 

障がいに理解のあるサークル等の団体の名

称、活動場所、活動内容等を一覧で区のホー

ムページに掲載する。掲載する団体の条件な

どを整備し運用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

施設利用者数 

登録団体利用

のうち、障がい

者の年間延べ

利用者数 

２１３人 ３００人 ４００人 

掲載団体数 

ホームページ

に掲載する団

体数 

― ８団体 １３団体 
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柱Ⅱ 【障がいのある方へのパラスポーツの「場」や「機会」の拡充】 

施策３【体験会、教室、イベントの実施】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 

スペシャルクライ

フコートフェステ

ィバル 

スポーツ 

振興課 

障がいのある方や子どもたちを中心に、誰も

が気軽に運動・スポーツやレクリエーションを

楽しめる年１回のイベント。 

バリアフリー対応の多目的スポーツ施設で

あるスペシャルクライフコートでパラスポー

ツを身近に感じ、パラスポーツを「する」 

「みる」「ささえる」ことへの興味・関心を

広げる。 

２ 
パラスポーツ体験

会 

スポーツ 

振興課 

障がいのある方が運動・スポーツに触れるき

っかけをつくるだけでなく、障がいに応じて道

具やルールなどを工夫して行うパラスポーツ

を体験することで障がいのない人も理解を深

め、ともに汗を流すことで心のバリアフリー化

を進める。 

３ 

障がいのある方の

運動・スポーツ教

室 

スポーツ 

振興課 

障がいのある方が障がいの種類や程度に関

わらず、安心して運動・スポーツに参加できる

よう、個人の特性に合わせた運動・スポーツ（ダ

ンス、サッカー、ライフル射撃など）の教室を

スペシャルクライフコートなどで実施する。 

４ 

指定管理者による

障がい者向けプロ

グラム 

スポーツ 

振興課 

総合スポーツセンター、平野運動場、スイム

スポーツセンター、千住温水プール、東綾瀬公

園温水プールで障がいのある方を対象に「ヨ

ガ」や「水泳」などのプログラムを実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

① 障がい者の 

体験参加 

人数 

② 健常者の 

  体験参加 

人数 

各体験の総参加

者数 

 

①  ２３７人 

②２，３２７人 

①  ２５０人 

②２，５００人 

①  ２７０人 

②２，７００人 

① 参加者数 

② 実施回数 

① 各体験の 

総参加者数 

② 年間実施 

回数 

①４２３人 

②１回 

①８００人 

②２５回 

①１，０８０人 

②３６回 

① 参加者数 

② 実施回数 

 

① 教室への 

総参加者数 

② 教室の年間 

実施回数 

①１，００９人 

②４７回 

①１，２００人 

②６６回 

①１，３５０人 

②６６回 

実施回数 

障がい者向けプ

ログラムの年間

実施回数 

７７回 １１５回 １５０回 
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柱Ⅲ 【障がいのある方へのパラスポーツ支援の充実】 

施策１【障がいのある方への運動・スポーツ活動支援】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 
あだちスポーツコ

ンシェルジュ 

スポーツ 

振興課 

障がいのある区民が、気軽に運動・スポーツ

に取り組むことができるよう、相談窓口を設置

する。相談支援のみならず、関係機関との連絡

調整や障がい者への普及啓発に取り組む。 

２ 
障がい者スポーツ

活動助成制度 

スポーツ 

振興課 

障がいのある区民の方を対象に、運動・スポ

ーツの機会の拡大・活動の継続化を目的とし

て、運動・スポーツ活動にあたり生じる経費の

一部を助成する。 

スポーツ用品の購入代金やサークル等へ所

属するために支払う会費、活動場所への移動に

かかる交通費などが対象。 

３ 

障がいのある方へ

の移動サポート制

度の検討（新規） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

① 相談件数 

② 相談後、活 

動につなげ 

た割合 

① 年間の新規

相談件数 

② 年間の新規

相談者のう

ち相談後体

験につなげ

た割合 

①４２件 

②７５％ 

①５０件 

②８０％ 

①６０件 

②８５％ 

助成金交付者数 
助成金の年間交

付者数 
２８１人 ３００人 ― 
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柱Ⅲ 【障がいのある方へのパラスポーツ支援の充実】 

施策２【支援人材の育成】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 
初級パラスポーツ

指導員養成講習会 

スポーツ 

振興課 

（公財）日本パラスポーツ協会公認パラス

ポーツ指導者制度に基づいた講習会を開催す

る。受講修了者のうち希望する方は区の「パ

ラスポーツ指導員バンク」に登録する。 

２ 
支援人材への協力

依頼 

スポーツ 

振興課 

「パラスポーツ指導員バンク」登録者に区

主催パラスポーツイベント等のボランティア

協力を依頼する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

初級パラスポー

ツ指導員登録者

数 

講習終了後に実

際に資格の登録

を行った人数 

（累計） 

２１３人 

 

２２３人 

 

 

２３３人 

 

① 協力依頼 

件数 

② 協力者数 

① 支援人材へ

の協力依頼

年間件数 

② 協力してく

れた延べ人

数 

①１８件 

②１１８人 

①２４件 

②１２８人 

①２８件 

②１３８人 
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柱Ⅳ 【健常者へのパラスポーツの普及を通じた障がい者理解促進】 

施策１【体験会、イベントの実施】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 

スペシャルクライ

フコートフェステ

ィバル（再掲） 

スポーツ 

振興課 

障がいのある方や子どもたちを中心に、誰

もが気軽に運動・スポーツやレクリエーショ

ンを楽しめる年１回のイベント。 

バリアフリー対応の多目的スポーツ施設で

あるスペシャルクライフコートでパラスポー

ツを身近に感じ、パラスポーツを「する」 

「みる」「ささえる」ことへの興味・関心を

広げる。 

２ 
パラスポーツ体験

会（再掲） 

スポーツ 

振興課 

障がいのある方が運動・スポーツに触れる

きっかけをつくるだけでなく、障がいに応じ

て道具やルールなどを工夫して行うパラスポ

ーツを体験することで障がいのない人も理解

を深め、ともに汗を流すことで心のバリアフ

リー化を進める。 

３ 

総合型地域クラブ

オリパラレガシー

事業 

※注１ 

スポーツ 

振興課 

誰もが日常的に運動・スポーツができる場

として、各地域の施設を拠点に区民が中心と

なり自主的・主体的に活動する総合型地域ク

ラブとの連携を通して、身近な場でパラスポ

ーツに触れる機会を提供し、障がい者理解の

促進を図る。 

４ 

スポーツ推進委員

によるパラスポー

ツ体験会 

スポーツ推

進委員 

地域における様々な運動・スポーツ活動に

協力し、指導・助言や普及・啓発を行うスポ

ーツ推進委員が、地域の団体や学校からの要

請を受けてパラスポーツの体験会などを実施

する。 

 
※注１ 

 区から総合型地域クラブに委託している事業のうち、東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピックを契機としてスタートしたパラスポーツの普及啓発事業。毎月実施する継

続事業と１日のみのイベント事業の２つの事業形態がある。 

 
 
 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

① 障がい者の

体験参加人数 

② 健常者の体

験参加人数 

各体験の総参加

者数 

 

①  ２３７人 

②２，３２７人 

①  ２５０人 

②２，５００人 

①  ２７０人 

②２，７００人 

① 参加者数 

② 実施回数 

① 各体験の 

総参加者数 

② 年間実施 

回数 

①４２３人 

②１回 

①８００人 

②２５回 

①１，０８０人 

②３６回 

参加者数 
全クラブの総参

加者数 
６１５人 ７００人 ８００人 

― ― ― ― ― 
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柱Ⅳ 【健常者へのパラスポーツの普及を通じた障がい者理解促進】 

施策２【学習機会の提供】 

活動 

番号 
事業名 所管 事業概要 

１ 

学校訪問型パラス

ポーツ体験事業 

 

スポーツ 

振興課 

区内全小学校を対象としたパラスポーツの

体験授業を実施する。単に競技ルールを覚え

る授業ではなく、「どうすれば障がいに関係な

くスポーツができるようになるか」を考えて

行動する創意工夫を通じた障がい者理解を促

し、児童が将来の共生社会実現のための担い

手となっていくことを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊令和９年度の最終目標値は上位計画である「運動・スポーツ推進計画」の改定時（令和８年度）に 

設定する 

活動指標 指標の定義 
令和６年度 

現状値 
令和７年度 令和８年度 

実施回数 

全小学校を対

象に実施した

年間回数 

６７回 ６７回 ６７回 
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